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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスをサポートする進化型ノードＢ（ｅＮＢ）であって、当該ｅＮＢは、
　モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から、ユーザ機器（ＵＥ）とパケット
データネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間における第１のＰＳサービスのための
第１のＥＰＳベアラの確立のための第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信し
、
　前記第１のＥＰＳベアラに従って、前記第１のＰＳサービスの一部としてトラフィック
パケットをユーザ機器（ＵＥ）に送信し、
　前記ＭＭＥから、前記ＵＥと前記ＰＧＷとの間における第２のＰＳサービスのための第
２のＥＰＳベアラの確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信する
　ように構成されたハードウェア処理回路を含み、
　前記第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第１のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
第１のＰＳサービスのための第１の留意インジケータを含み、
　前記第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第２のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
第２のＰＳサービスのための第２の留意インジケータを含み、
　前記第１の留意インジケータと前記第２の留意インジケータとは異なり、
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　前記ハードウェア処理回路は、前記ＵＥからのアップリンクパケットに含まれる留意イ
ンジケータ、前記第１の留意インジケータ、及び前記第２の留意インジケータに基づき、
前記ＵＥへ前記トラフィックパケットを送信するために使用すべきＥＰＳベアラを決定す
る、
　ｅＮＢ。
【請求項２】
　前記第１及び／又は第２のＰＳサービスは前記ＵＥにおいて動作するアプリケーション
に関連付けられ、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのトラフィックが留意さ
れているとき、前記トラフィックは、前記ＵＥにおける前記アプリケーションとのユーザ
インタラクションの時間の間、前記アプリケーションによって生成され、あるいは使用さ
れる、請求項１に記載のｅＮＢ。
【請求項３】
　前記第１及び／又は第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第１及び／又
は第２のＰＳサービスのためのサービス品質クラスインジケータ（ＱＣＩ）を含み、
　前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのＱＣＩは、所定の候補ＱＣＩグループ
に含まれ、
　前記候補ＱＣＩグループの中の各候補ＱＣＩは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及
び留意インジケータに関連付けられる、
　請求項１に記載のｅＮＢ。
【請求項４】
　前記候補ＱＣＩグループは、第１の候補ＱＣＩ及び第２の候補ＱＣＩを含み、
　前記第１の候補ＱＣＩのための第１のＱＣＩ優先順位は、前記第２の候補ＱＣＩのため
の第２のＱＣＩ優先順位と同じであり、
　前記第１の候補ＱＣＩのための第１のＱＣＩ性能閾値は、前記第２の候補ＱＣＩのため
の第２のＱＣＩ性能閾値と同じであり、
　前記第１の候補ＱＣＩのための留意インジケータと前記第２の候補ＱＣＩのための留意
インジケータとは、異なる、
　請求項３に記載のｅＮＢ。
【請求項５】
　前記候補ＱＣＩグループは、第３のＱＣＩ優先順位と第３のＱＣＩ性能閾値と第３の留
意インジケータとに関連付けられた第３の候補ＱＣＩを含み、
　前記第３の候補ＱＣＩ以外の各候補ＱＣＩは、前記第３のＱＣＩ優先順位とは異なるＱ
ＣＩ優先順位に関連付けられ、あるいは、前記第３のＱＣＩ性能閾値とは異なるＱＣＩ性
能閾値に関連付けられる、
　請求項４に記載のｅＮＢ。
【請求項６】
　前記ハードウェア処理回路は、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのトラフ
ィックが留意されていないとき、前記ネットワークの輻輳レベルが輻輳閾値を上回るとの
決定に応答して、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのトラフィックパケット
の送信を遅延させるようにさらに構成される、請求項１に記載のｅＮＢ。
【請求項７】
　前記トラフィックパケットの送信は、前記ＵＥに対する前記トラフィックパケットの送
信を含み、
　前記第１及び／又は第２のＥＰＳベアラは、当該ｅＮＢと前記ＵＥとの間におけるトラ
フィックパケットのやりとりのための無線ベアラを含み、
　前記輻輳レベルは、前記無線ベアラに関連付けられる、
　請求項６に記載のｅＮＢ。
【請求項８】
　前記トラフィックパケットの送信は、前記ＰＧＷに対する前記トラフィックパケットの
送信を含み、
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　前記第１及び／又は第２のＥＰＳベアラは、当該ｅＮＢと前記ＰＧＷとの間におけるト
ラフィックパケットのやりとりのための１つ以上のネットワークベアラを含み、
　前記輻輳レベルは、前記ネットワークベアラのうち少なくとも１つに関連付けられる、
　請求項６に記載のｅＮＢ。
【請求項９】
　前記ハードウェア処理回路は、前記輻輳レベルが前記輻輳閾値を上回り、前記第２のＰ
Ｓサービスのためのトラフィックが留意されているとき、前記第２のＰＳサービスのため
の第２のトラフィックパケットを送信するようにさらに構成される、請求項６に記載のｅ
ＮＢ。
【請求項１０】
　前記第１のＰＳサービスのためのＱＣＩ優先順位は、前記第２のＰＳサービスのための
ＱＣＩ優先順位以上である、請求項９に記載のｅＮＢ。
【請求項１１】
　前記第１及び第２のＥＰＳベアラは、前記ＵＥとパケットをやりとりする第１の無線ベ
アラ及び第２の無線ベアラを含み、
　前記ハードウェア処理回路は、
　　前記第１の無線ベアラ上でアップリンクパケットを受信し、
　　前記アップリンクパケットに含まれる、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのた
めのＩＰアドレス及びポート番号を決定し、
　　ダウンリンクパケットについて、前記ダウンリンクパケットに含まれるＩＰアドレス
及びポート番号を決定し、
　　前記アップリンクパケットに含まれるＩＰアドレス及びポート番号が、前記ダウンリ
ンクパケットに含まれるＩＰアドレス及びポート番号にマッチするとき、前記第１の留意
インジケータに基づいて輻輳優先順位に従って前記ダウンリンクパケットを送信する
　ようにさらに構成される、
　請求項２に記載のｅＮＢ。
【請求項１２】
　前記第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ優先順位は、前記第２のＰＳサービスの
ための第２のＱＣＩ優先順位と同じであり、
　前記第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値は、前記第２のＰＳサービスの
ための第２のＱＣＩ性能閾値と同じである、
　請求項２に記載のｅＮＢ。
【請求項１３】
　前記ハードウェア処理回路は、前記ネットワークの輻輳状態の決定に応答して、前記ネ
ットワークの輻輳レベル、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのための前記ＵＥの利
用可能スループット、又はある時間の間の前記ＵＥの利用可能リソースのインジケータ、
を含む前記ＵＥのためのリソースインジケータを送信するようにさらに構成される、請求
項２に記載のｅＮＢ。
【請求項１４】
　前記第１及び第２のＰＳサービスのための前記第１及び第２のＥＰＳベアラは、それぞ
れ第１及び第２の無線ベアラを含み、
　前記ハードウェア処理回路は、
　　前記ネットワークの輻輳状態が決定されるとき、前記第１の無線ベアラ及び前記第２
の無線ベアラについて、異なる利用可能スループットを前記ＵＥに割り当てることであっ
て、前記割り当ては、前記第１の留意インジケータ及び前記第２の留意インジケータに基
づく
　ようにさらに構成される、
　請求項２に記載のｅＮＢ。
【請求項１５】
　１つ以上のプロセッサに、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワ
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ークにおけるパケット交換（ＰＳ）サービスのサポートのための動作を実行させるコンピ
ュータプログラムであって、前記動作は、
　モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から、ユーザ機器（ＵＥ）とパケット
データネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間における第１のＰＳサービスのための
第１のＥＰＳベアラの確立のための第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信す
るステップと、
　前記第１のＥＰＳベアラに従って、前記第１のＰＳサービスの一部としてトラフィック
パケットをユーザ機器（ＵＥ）に送信するステップと、
　前記ＭＭＥから、前記ＵＥと前記ＰＧＷとの間における第２のＰＳサービスのための第
２のＥＰＳベアラの確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信する
ステップと、
　を含み、
　前記第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第１のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
第１のＰＳサービスのための第１の留意インジケータを含み、
　前記第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第２のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
第２のＰＳサービスのための第２の留意インジケータを含み、
　前記第１の留意インジケータと前記第２の留意インジケータとは異なり、
　前記動作は、前記ＵＥからのアップリンクパケットに含まれる留意インジケータ、前記
第１の留意インジケータ、及び前記第２の留意インジケータに基づき、前記ＵＥへ前記ト
ラフィックパケットを送信するために使用すべきＥＰＳベアラを決定するステップ、を更
に含む、
　コンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記第１及び／又は第２のＰＳサービスは前記ＵＥにおいて動作するアプリケーション
に関連付けられ、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのトラフィックが留意さ
れているとき、前記トラフィックは、前記ＵＥにおける前記アプリケーションとのユーザ
インタラクションの時間の間、前記アプリケーションによって生成され、あるいは使用さ
れる、請求項１５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記第１及び／又は第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＱＣＩ優先順位、
ＱＣＩ性能閾値、及び前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのための留意インジケータ
に関連付けられた、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのサービス品質クラス
インジケータ（ＱＣＩ）を含む、請求項１５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスをサポートする方法であって、
　モビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から、ユーザ機器（ＵＥ）とパケット
データネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間における第１のＰＳサービスのための
第１のＥＰＳベアラの確立のための第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信す
るステップと、
　前記第１のＥＰＳベアラに従って、前記第１のＰＳサービスの一部としてトラフィック
パケットをユーザ機器（ＵＥ）に送信するステップと、
　前記ＭＭＥから、前記ＵＥと前記ＰＧＷとの間における第２のＰＳサービスのための第
２のＥＰＳベアラの確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信する
ステップと、
　を含み、
　前記第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第１のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
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第１のＰＳサービスのための第１の留意インジケータを含み、
　前記第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第２のＰＳサービスのための
トラフィックが前記ＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかを示す、前記
第２のＰＳサービスのための第２の留意インジケータを含み、
　前記第１の留意インジケータと前記第２の留意インジケータとは異なり、
　前記方法は、前記ＵＥからのアップリンクパケットに含まれる留意インジケータ、前記
第１の留意インジケータ、及び前記第２の留意インジケータに基づき、前記ＵＥへ前記ト
ラフィックパケットを送信するために使用すべきＥＰＳベアラを決定するステップ、を更
に含む、
　方法。
【請求項１９】
　前記第１及び／又は第２のＰＳサービスは前記ＵＥにおいて動作するアプリケーション
に関連付けられ、前記第１及び／又は第２のＰＳサービスのためのトラフィックが留意さ
れているとき、前記トラフィックは、前記ＵＥにおける前記アプリケーションとのユーザ
インタラクションの時間の間、前記アプリケーションによって生成され、あるいは使用さ
れる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスにおいて通信するユーザ機器（ＵＥ）であって、当該ＵＥは、
　当該ＵＥとパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間における第１の
ＰＳサービスのための第１のＥＰＳベアラの確立のための第１のＥＰＳベアラセットアッ
プメッセージを受信する
　ように構成されたハードウェア処理回路を含み、
　前記第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第１のＰＳサービスとして当
該ＵＥにおいて動作するアプリケーションのための第１の留意インジケータを含み、前記
第１の留意インジケータは、前記第１のＰＳサービスのためのトラフィックが当該ＵＥに
おいて留意されているか又は留意されていないかの指標を提供し、
　前記ハードウェア処理回路は、前記第１のＰＳサービスとして送信されるトラフィック
パケットに、前記アプリケーションの留意ステートを含めるようにさらに構成される、
　ＵＥ。
【請求項２１】
　前記ハードウェア処理回路は、当該ＵＥにおける前記アプリケーションに関連付けられ
た第２のＰＳサービスのための第２のＥＰＳベアラの確立のための第２のＥＰＳベアラセ
ットアップメッセージを受信するようにさらに構成され、
　前記第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、前記第２のＰＳサービスのための
第２の留意インジケータを含み、
　前記第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ優先順位は、前記第２のＰＳサービスの
ための第２のＱＣＩ優先順位と同じであり、
　前記第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値は、前記第２のＰＳサービスの
ための第２のＱＣＩ性能閾値と同じであり、
　前記第１の留意インジケータと前記第２の留意インジケータとは、異なる、
　請求項２０に記載のＵＥ。
【請求項２２】
　前記第１のＰＳサービス及び前記第２のＰＳサービスは、当該ＵＥにおいて動作するア
プリケーションに関連付けられ、
　前記ハードウェア処理回路は、
　前記アプリケーションの留意ステートが前記第１の留意インジケータにマッチするとき
、前記第１のＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットを進化型ノードＢ（ｅＮＢ
）に送信し、
　前記アプリケーションの留意ステートが前記第２の留意インジケータにマッチするとき
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、前記第２のＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットを前記ｅＮＢに送信する
　ようにさらに構成される、
　請求項２１に記載のＵＥ。
【請求項２３】
　請求項１５乃至１７のうちいずれか１項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコ
ンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本出願は、２０１４年３月２４日に申請された米国仮特許出願第61/969,782号に対して
優先の利益を主張する、２０１４年１１月４日に申請された米国特許出願第14/532,751号
に対して優先の利益を主張し、上記出願の各々はその全体を本明細書において参照により
援用される。
【０００２】
　実施形態はワイヤレス通信に関連する。いくつかの実施形態が、ＬＴＥネットワークを
含むセルラー通信ネットワークに関する。いくつかの実施形態が、サービス品質アーキテ
クチャに関する。いくつかの実施形態が、輻輳制御に関する。いくつかの実施形態が、留
意されているサービス及び留意されていないサービスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレスネットワークと、ネットワークにおいて動作するモバイルデバイスとは、様
々な音声及びデータサービスを利用し、あるいはサポートすることがあり、上記サービス
は、本質においてかなり異なる場合がある。例えば、音声アプリケーションが、比較的少
量のシステムスループットを使用することがあり、しかし、比較的低いレイテンシをさら
に必要とすることがあり、装置のユーザにとって高い優先順位のサービスと考えられるこ
とがある。対照的に、リアルタイムで実行される必要のないデータアプリケーションは、
低い優先順位のサービスと考えられることがあり、音声よりもより高いレイテンシを許容
することがある。サービスのいくつかの異なる性質に起因して、トラフィックに優先順位
をつけること及びリソースを割り当てることにおいてこうした要因を考慮に入れるサービ
ス品質（ＱｏＳ）アーキテクチャが、全体的なネットワーク性能のためになる可能性があ
る。
【０００４】
　いくつかの場合に、ネットワークは、適所にＱｏＳアーキテクチャを有する場合でさえ
、輻輳になる可能性がある。一例として、基地局とモバイル装置との間におけるワイヤレ
スリンクによりサポートされるスループットが、特定の時間期間の間、不十分である場合
がある。別の例として、ネットワークコンポーネントが、ピーク需要期間の間、特にいく
つかのコンポーネントをサポートするとき、トラフィックをルーティングし及びフォワー
ドするためのレイテンシ需要を満たすことができない場合がある。こうした輻輳は、ネッ
トワーク及びユーザ体験に対して悪影響を与えるおそれがあり、ゆえに、ネットワーク輻
輳の低減のための方法及び手法の一般的必要がある。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】いくつかの実施形態に従う３ＧＰＰネットワークの機能図である。
【図２】いくつかの実施形態に従うユーザ機器（ＵＥ）の機能図である。
【図３】いくつかの実施形態に従う進化型ノードＢ（ｅＮＢ）の機能図である。
【図４】いくつかの実施形態に従うモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）の機
能図である。
【図５】いくつかの実施形態に従うパケット交換（ＰＳ）サービスをサポートする方法の
動作を例示する。
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【図６】いくつかの実施形態に従う様々な音声及びデータサービスのためのサービス品質
クラスインジケータ（ＱＣＩ）の例を示す。
【図７】いくつかの実施形態に従う様々な音声及びデータサービスのためのサービス品質
クラスインジケータ（ＱＣＩ）のさらなる例を示す。
【図８】いくつかの実施形態に従う様々な音声及びデータサービスのためのサービス品質
クラスインジケータ（ＱＣＩ）のさらなる例を示す。
【図９】いくつかの実施形態に従うパケット交換（ＰＳ）サービスをサポートする別の方
法の動作を例示する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　下記の説明及び図面は、具体的な実施形態を、当業者がこれらを実施することを可能に
するよう十分に例説する。他の実施形態が、構造的、論理的、電気的、処理的、及び他の
変更を組み入れ得る。いくつかの実施形態の部分及び特徴が、他の実施形態の部分及び特
徴に含まれてもよく、あるいは他の実施形態の部分及び特徴の代わりにされてもよい。請
求項に明記される実施形態は、請求項についてのすべての利用可能な均等物を包含する。
【０００７】
　図１は、いくつかの実施形態に従うネットワークの様々なコンポーネントを有するＬＴ
Ｅネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの部分を示している。ネ
ットワーク１００は、１つ以上の進化型ノードＢ（Evolved　Node-Bs）（ｅＮＢ）１０４
を含むことができ、ｅＮＢ１０４は、基地局として動作することができ、１つ以上のユー
ザ機器（User　Equipments）（ＵＥ）１０２又はモバイル装置をサポートすることができ
る。ネットワーク１００は、モビリティマネジメントエンティティ（Mobility　Manageme
nt　Entity）（ＭＭＥ）１０６をさらに含むことができ、ＭＭＥ１０６は、ゲートウェイ
選択及びトラッキングエリアリスト管理などのアクセスにおけるモビリティ態様を管理す
ることができる。ネットワーク１００は、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）１０８をさ
らに含むことができ、ＳＧＷ１０８は、ｅＮＢ間（inter-eNB）ハンドオーバのためのロ
ーカルモビリティアンカーポイントであることが可能であり、さらに、３ＧＰＰ間（inte
r-3GPP）モビリティのためのアンカーを提供することができる。ＳＧＷ１０８の他の責務
には、合法の傍受、課金、及び何らかのポリシー強制が含まれ得る。ネットワーク１００
は、パケットデータネットワークゲートウェイ（Packet　Data　Network　Gateway）（Ｐ
ＧＷ）１１０をさらに含むことができ、ＰＧＷ１１０は、ネットワーク１００と外部ネッ
トワークとの間のデータパケットをルーティングすることができ、ポリシー強制及び課金
データ収集のためのキーノードであり得る。ＰＧＷ１１０は、非ＬＴＥアクセスでのモビ
リティのためのアンカーポイントをさらに提供することができる。いくつかの実施形態に
おいて、ＳＧＷ１０８及びＭＭＥ１０６は、１つの物理ノード又は別個の物理ノードにお
いて実装されることができる。いくつかの実施形態において、ＰＧＷ１１０及びＳＧＷ１
０８は、１つの物理ノード又は別個の物理ノードにおいて実装されることができる。
【０００８】
　パケット交換（ＰＳ）サービスについて、進化型パケットシステム（Evolved　Packet
　System）（ＥＰＳ）ベアラ１３０が、ＰＧＷ１１０とＵＥ１０２との間の通信のために
確立されることができる。ＥＰＳベアラ１３０は、ＰＳサービスのためのサービス品質（
Quality　of　Service）（ＱｏＳ）に関連付けられることができ、上記ＱｏＳは、ＰＳサ
ービスのためのリソース（例えば、スループットなど）の優先順位付け又は優先順位付け
解除（de-prioritization）を可能にすることができる。ＥＰＳベアラ１３０は、ｅＮＢ
１０４とＵＥ１０２との間におけるパケットのやりとりのための無線ベアラ１１５と、ｅ
ＮＢ１０４とＳＧＷ１０８との間におけるパケットのやりとりのためのＳ１ベアラ１２０
と、ＳＧＷ１０８とＰＧＷ１１０との間におけるパケットのやりとりのためのＳ５／Ｓ８
ベアラ１２５とを含むことができる。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、ｅＮＢ１０４は、ネットワーク１００のための様々な論
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理的機能を果たすことができ、これらに限られないが、ＲＮＣ（無線ネットワークコント
ローラ機能）、例えば、無線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンクダイナミック無
線リソース管理及びデータパケットスケジューリング、並びにモビリティ管理などが含ま
れる。実施形態に従い、ＵＥ１０２は、ＯＦＤＭＡ通信手法に従って、マルチキャリア通
信チャネルを通じてｅＮＢ１０４とＯＦＤＭ信号を通信するように構成されることができ
る。ＯＦＤＭ信号は、複数の直交する副搬送波を含むことができる。
【００１０】
　いくつかの実施形態に従い、ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２とＰＧＷ１１０との間のＰＳ
サービスのためのＥＰＳベアラ１３０の確立のために、ＭＭＥ１０６からＥＰＳベアラセ
ットアップメッセージを受信することができる。ＥＰＳベアラセットアップメッセージは
、ＰＳサービスのためのトラフィックがＵＥ１０２において留意されている（attended）
か又は留意されていない（unattended）かどうかを示す、ＰＳサービスのための留意イン
ジケータ（attention　indicator）を含むことができる。さらに、ｅＮＢ１０４は、ＰＳ
サービスの一部として、ＵＥ１０２にトラフィックパケットを送信し、ＵＥ１０２からト
ラフィックパケットを受信することができる。さらに、ｅＮＢ１０４は、ＰＳサービスの
一部として、ＰＧＷ１１０にトラフィックパケットを送信し、ＰＧＷ１１０からトラフィ
ックパケットを受信することができる。上記の実施形態は、以下により詳細に説明される
。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、ダウンリンクリソースグリッドが、ｅＮＢ１０４からＵ
Ｅ１０２へのダウンリンク送信に使用されることができ、ＵＥ１０２からｅＮＢ１０４へ
のアップリンク送信が、同様の手法を利用することができる。グリッドは、リソースグリ
ッド又は時間周波数リソースグリッドと呼ばれる時間周波数グリッドであることが可能で
あり、これは、各スロットにおけるダウンリンクにおける物理リソースである。こうした
時間周波数平面表現は、ＯＦＤＭシステムのための一般的慣行であり、これは、無線リソ
ース割り当てについて、上記平面表現を直感的にする。リソースグリッドの各列と各行と
が、それぞれ、１つのＯＦＤＭシンボルと１つのＯＦＤＭ副搬送波とに対応する。時間ド
メインにおけるリソースグリッドの継続時間は、無線フレームにおける１スロットに対応
する。リソースグリッドにおける最小の時間周波数単位は、リソース要素として表される
。各リソースグリッドは複数のリソースブロックを含み、該リソースブロックは、リソー
ス要素に対する特定の物理チャネルのマッピングを説明する。各リソースブロックはリソ
ース要素の集合を含み、周波数ドメインにおいて、これは、現在割り当てられることが可
能な最小分量のリソースを表す。こうしたリソースブロックを用いて伝達される、いくつ
かの異なる物理ダウンリンクチャネルが存在する。本開示に特に関連して、上記物理ダウ
ンリンクチャネルのうち２つが、物理ダウンリンク共有チャネル及び物理ダウンリンク制
御チャネルである。
【００１２】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユーザデータ及びより高いレイヤの
シグナリングをＵＥ１０２（図１）に運ぶ。物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）は、とりわけ、ＰＤＳＣＨチャネルに関連するトランスポートフォーマット及びリソー
ス割り当てに関する情報を運ぶ。ＰＤＣＣＨは、さらに、アップリンク共有チャネルに関
連するトランスポートフォーマット、リソース割り当て、及びＨ－ＡＲＱ情報に関してＵ
Ｅ１０２に知らせる。典型的に、ダウンリンクスケジューリング（セル内のＵＥ１０２に
対して制御及び共有チャネルリソースブロックを割り振ること）は、ＵＥ１０２からｅＮ
Ｂ１０４にフィードバックされるチャネル品質情報に基づいてｅＮＢ１０４において実行
され、それから、ダウンリンクリソース割り振り情報が、ＵＥ１０２に使用される（に割
り振られた）制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上でＵＥ１０２に対して送られる。
【００１３】
　ＰＤＣＣＨは、ＣＣＥ（制御チャネル要素）を使用して制御情報を伝達する。リソース
要素にマッピングされる前、ＰＤＣＣＨ複素数値（complex-valued）シンボルが、最初、
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四つ組（quadruplets）に編成され、それからこれらが、レートマッチングのためにサブ
ブロックインターリーバ（inter-leaver）を用いて並べ替えられる。各ＰＤＣＣＨは、上
記制御チャネル要素（ＣＣＥ）のうち１つ以上を用いて送信され、これにおいて、各ＣＣ
Ｅは、リソース要素グループ（ＲＥＧ）として知られる４つの物理リソース要素の、９セ
ットに対応する。４つのＱＰＳＫシンボルが、各ＲＥＧにマッピングされる。ＰＤＣＣＨ
は、ＤＣＩのサイズ及びチャネル状態に依存して、１つ以上のＣＣＥを用いて送信される
ことができる。ＬＴＥにおいて、異なる数のＣＣＥ（例えば、集約レベルＬ＝１、２、４
、又は８）を用いて定義される、４つ又はそれ以上の異なるＰＤＣＣＨフォーマットが存
在し得る。
【００１４】
　図２は、いくつかの実施形態に従うＵＥ２００のブロック図を示している。図３は、い
くつかの実施形態に従うｅＮＢ３００のブロック図を示している。図４は、いくつかの実
施形態に従うモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）４００のブロック図を示し
ている。いくつかの実施形態において、ｅＮＢ３００は、固定的な非モバイルデバイスで
あり得ることが注意されるべきである。ＵＥ２００は、図１に表されるとおりのＵＥ１０
２であってもよく、ｅＮＢ３００は、図１に表されるとおりのｅＮＢ１０４であってもよ
く、ＭＭＥ４００は、図１に表されるとおりのＭＭＥ１０６であってもよい。ＵＥ２００
は、１つ以上のアンテナ２０１を用いて信号をｅＮＢ３００、他のｅＮＢ、他のＵＥ、又
は他の装置に送信し及びこれらから受信する物理レイヤ回路２０２を含むことができ、ｅ
ＮＢ３００は、１つ以上のアンテナ３０１を用いて信号をＵＥ２００、他のｅＮＢ、他の
ＵＥ、又は他の装置に送信し及びこれらから受信する物理レイヤ回路３０２を含むことが
できる。ＵＥ２００は、ワイヤレス媒体に対するアクセスを制御する媒体アクセス制御レ
イヤ（ＭＡＣ）回路２０４をさらに含むことができ、ｅＮＢ３００は、ワイヤレス媒体に
対するアクセスを制御する媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）回路３０４をさらに含むこ
とができる。ＵＥ２００は、本明細書に説明される動作を実行するように配置された処理
回路２０６及びメモリ２０８をさらに含むことができる。ｅＮＢ３００は、本明細書に説
明される動作を実行するように配置された処理回路３０６及びメモリ３０８をさらに含む
ことができる。ＭＭＥ４００は、本明細書に説明される動作を実行するように配置された
処理回路４０６及びメモリ４０８をさらに含むことができる。さらに、ＭＭＥ４００は、
ｅＮＢ３００又は他などの他のコンポーネントとのワイヤレスの又は有線の通信を可能に
することができる１つ以上のインターフェース４０２を含むことができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、本明細書に説明されるモバイル装置又は他の装置は、ポ
ータブルワイヤレス通信装置、例えば、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ワ
イヤレス通信能力を有するラップトップ又はポータブルコンピュータ、ウェブタブレット
、ワイヤレス電話、スマートフォン、ワイヤレスヘッドセット、ページャ、インスタント
メッセージング装置、デジタルカメラ、アクセスポイント、テレビジョン、医療装置（例
えば、心拍モニタ、血圧モニタ等）、又は、情報をワイヤレスに受信し及び／又は送信す
る他の装置などの、一部であり得る。いくつかの実施形態において、モバイル装置又は他
の装置は、キーボード、ディスプレイ、不揮発メモリポート、複数のアンテナ、グラフィ
ックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、スピーカー、及び他のモバイル装置要
素のうち、１つ以上を含むことができる。ディスプレイは、タッチスクリーンを含むＬＣ
Ｄ画面であり得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、モバイル装置又は他の装置は、３ＧＰＰ標準に従って動
作するように構成されたＵＥ２００又はｅＮＢ３００であり得る。したがって、ｅＮＢ３
００は、ＵＥ２００とＰＧＷ１１０との間におけるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラ１
３０の確立のために、ＭＭＥ１０６からＥＰＳベアラセットアップメッセージを受信する
ように構成されることができる。ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービス
のためのトラフィックがＵＥ２００において留意されているか又は留意されていないかど
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うかを示す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むことができる。ｅＮＢ３００
は、さらに、ＰＳサービスの一部としてＵＥ２００にトラフィックパケットを送信し、Ｕ
Ｅ２００からトラフィックパケットを受信することができ、ネットワーク内の輻輳制御の
一部として留意インジケータを使用することができる。上記の実施形態は、以下により詳
細に説明される。いくつかの実施形態において、モバイル装置又は他の装置は、ＩＥＥＥ
８０２．１１又は他のＩＥＥＥ標準を含む他のプロトコル又は標準に従って動作するよう
に構成されることができる。
【００１７】
　アンテナ２０１、３０１は、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッ
チアンテナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又はＲＦ信号の伝送に適し
た他タイプのアンテナを含む、１つ以上の指向性又は全方向性のアンテナを含むことがで
きる。いくつかのＭＩＭＯ（multiple-input　multiple-output）実施形態において、ア
ンテナ２０１、３０１は、効率的に分離されて、空間ダイバーシティと結果として生じ得
る異なるチャネル特性との利点を活かすことができる。
【００１８】
　ＵＥ２００及びｅＮＢ３００は各々、いくつかの別個の機能要素を有するものとして例
示されているが、機能要素のうち１つ以上が組み合わせられてもよく、ソフトウェアによ
り構成された要素の組み合わせ、例えば、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）を含む
処理要素など、及び／又は他のハードウェア要素によって実装されてもよい。例えば、い
くつかの要素が、１つ以上のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回路（Ｒ
ＦＩＣ）、及び、本明細書に説明される機能を少なくとも実行する様々なハードウェア要
素及びロジック回路の組み合わせを含むことができる。いくつかの実施形態において、機
能要素は、１つ以上の処理要素上で動作する１つ以上の処理を参照し得る。
【００１９】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアのうち、１つ又は組み
合わせにおいて実装されることができる。実施形態は、さらに、少なくとも１つのプロセ
ッサにより読み出され及び実行されて本明細書に説明される動作を実行することができる
、コンピュータ可読記憶装置上に記憶された命令として実装されてもよい。コンピュータ
可読記憶装置には、マシン（例えば、コンピュータ）により読取可能な形式において情報
を記憶する任意の非一時的メカニズムを含むことができる。例えば、コンピュータ可読記
憶装置には、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディ
スク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置、及び、他の記憶装置及び媒体が含
まれ得る。いくつかの実施形態が、１つ以上のプロセッサを含むことができ、コンピュー
タ可読記憶装置上に記憶された命令を用いて構成されることができる。
【００２０】
　実施形態に従い、ｅＮＢ１０４は、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従って
ネットワークにおいてパケット交換（ＰＳ）サービスをサポートすることができる。ｅＮ
Ｂ１０４は、ハードウェア処理回路を含んで、ＵＥ１０２とＰＧＷ１１０との間における
ＰＳサービスのためのＥＰＳベアラの確立のために、ＭＭＥからＥＰＳベアラセットアッ
プメッセージを受信することができる。ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサ
ービスのためのトラフィックがＵＥ１０２において留意されているか又は留意されていな
いかをどうかを示す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むことができる。ハー
ドウェア処理回路は、ＥＰＳベアラに従って、ＰＳサービスの一部としてＵＥ１０２にト
ラフィックパケットを送信するようにさらに構成されることができる。上記の実施形態は
、以下により詳細に説明される。
【００２１】
　いくつかのシナリオにおいて、ＵＥ１０２におけるあるアプリケーションのユーザは、
このアプリケーションと相互作用し又はこのアプリケーションに注意を払ってはいない可
能性がある。こうした時間期間の間のアプリケーションのトラフィックは、留意されてい
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ないトラフィックである可能性があり、ゆえに、ユーザがアクティブに関与しているアプ
リケーションのためのトラフィックよりも重要でないと考えられることができる。さらに
、ＵＥ１０２における留意されていないトラフィックは、少なくとも全体的なネットワー
ク及びシステムの視点から、異なるモバイル装置におけるアプリケーションからの留意さ
れているトラフィックよりも重要でない可能性もある。
【００２２】
　図５を参照すると、ＥＰＳベアラ１３０に従いパケット交換（ＰＳ）サービスをサポー
トする方法５００が図示されている。方法５００の実施形態は、図５に例示される動作及
び処理と比較してさらなる又はより少なくさえある動作又は処理を含んでもよいことに注
意することが重要である。さらに、方法５００の実施形態は、必ずしも図５に示されてい
る時間的な順序に限定されない。方法５００の説明において、図１乃至４及び図６乃至１
１に対して参照が行われる可能性がある。しかしながら、方法５００は、任意の適切なシ
ステム、インターフェース、及びコンポーネントで実施され得ることが理解される。
【００２３】
　さらに、方法５００及び本明細書に説明される他の方法は、３ＧＰＰ又は他の標準に従
って動作するｅＮＢ１０４又はＵＥ１０２を参照することがあるが、これら方法の実施形
態は、単に上記のｅＮＢ１０４又はＵＥ１０２に限定されず、他のモバイル装置、例えば
、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント（ＡＰ）又はユーザ局（ＳＴＡ）などにおいて実施されて
もよい。さらに、方法５００及び本明細書に説明される他の方法は、様々なＩＥＥＥ標準
、例えばＩＥＥＥ８０２．１１などに従って動作するように構成されたシステムを含む、
他の適切なタイプのワイヤレス通信システムにおいて動作するように構成されたワイヤレ
ス装置によって実施されてもよい。
【００２４】
　方法５００の動作５０５において、ＵＥ１０２とパケットデータネットワークゲートウ
ェイ（ＰＧＷ）１１０との間におけるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラ１３０の確立の
ためのＥＰＳベアラセットアップメッセージが、ｅＮＢ１０４において受信されることが
できる。いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、モビリ
ティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）１０６からｅＮＢ１０４において受信されるこ
とができる。すなわち、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＵＥ１０２とＰＧＷ１
１０との間におけるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラ１３０の確立のために、ＭＭＥ１
０６によってｅＮＢ１０４に送信されることができる。しかしながら、こうした実施形態
は限定ではなく、類似の又は他のＥＰＳベアラセットアップメッセージが、他のコンポー
ネントからｅＮＢ１０４においてさらに受信されてもよい。ＥＰＳベアラセットアップメ
ッセージは、ＰＳサービスのためのトラフィックがＵＥ１０２において留意されているか
又は留意されていないかどうかを示す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むこ
とができる。
【００２５】
　ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＥＰＳベアラ１３０の確立に関連する任意の
適切なメッセージであり得ることが注意されるべきである。一例として、ＭＭＥ１０６は
、ＥＰＳベアラ１３０をセットアップする処理を管理することができ、ＥＰＳベアラセッ
トアップメッセージ及び他のメッセージを処理の一部としてｅＮＢ１０４に送ることがで
きる。ｅＮＢ１０４において受信されるＥＰＳベアラセットアップメッセージは、「初期
コンテキストセットアップ要求」メッセージ又は類似のものであってもよく、しかしこの
ようなものには限定されない。ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、３ＧＰＰ又は他
の標準若しくは仕様に含まれるメッセージであってもよく、しかしこのようなものには限
定されない。さらに、ＥＰＳベアラ１３０の確立処理の管理は、ＭＭＥ１０６に限定され
ない。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、ＰＳサービスは、ＵＥ１０２において動作するアプリケ
ーションに関連付けられることができ、ＰＳサービスのためのトラフィックが留意されて
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いるとき、このトラフィックは少なくとも部分的に、ＵＥ１０２におけるアプリケーショ
ンとのユーザインタラクションの時間期間の間にアプリケーションによって生成され、あ
るいは使用される可能性がある。すなわち、アプリケーションのための留意されているト
ラフィックは、アプリケーションとのユーザインタラクション又は人間の相互作用に関連
付けられることができる。さらに、ＰＳサービスのためのトラフィックが留意されていな
いとき、このトラフィックは少なくとも部分的に、ＵＥ１０２におけるアプリケーション
とのインタラクションを欠く時間期間の間にアプリケーションによって生成され、あるい
は使用される可能性がある。すなわち、アプリケーションのための留意されていないトラ
フィックは、アプリケーションとのユーザインタラクション又は人間の相互作用の欠如に
関連付けられることができる。トラフィックの、留意されている／留意されていないとし
た分類は、いくつかの場合において一時的である可能性があり、ユーザのふるまい、ＵＥ
１０２におけるユーザ入力（アプリケーションに関連付けられたウィンドウ上でのマウス
クリックなど）の結果として変わる可能性があることが注意されるべきである。さらに、
いくつかのアプリケーションが、留意されているトラフィックと留意されていないトラフ
ィックとの双方に関連付けられる可能性がある。
【００２７】
　一例として、音声トラフィックは、該トラフィックがＵＥ１０２のユーザが電話で会話
をすることを可能にし得るため、留意されているトラフィックと考えられることができる
。別の例として、ユーザが、ファイルのダウンロードを、ダウンロード処理に注意を払い
又はダウンロード処理と相互作用することなく、ＵＥ１０２においてバックグラウンドで
開始することがある。上記の例におけるトラフィックダウンロードは、留意されていない
トラフィックとして考えられ、あるいは分類されることができる。同じ例において、ユー
ザはＵＥ１０２におけるダウンロードの進捗を与えるウィンドウをアクティブに注視する
可能性があり、あるいは、ユーザはダウンロードの進捗を確認する可能性があり、こうし
た場合、トラフィックは、留意されているトラフィックと考えられ、あるいは分類される
可能性がある。
【００２８】
　留意インジケータは、留意されている／留意されていないの値をとることに限定されず
、ｙｅｓ／ｎｏ又は類似のものなどの値をさらにとり得ることが注意されるべきである。
さらに、留意インジケータは２進数値に限定されず、他の関連情報をさらに含んでもよく
、この関連情報は、ただの単一の２進法インジケータより多くを必要としてもよい。いく
つかの実施形態において、留意インジケータは、ネットワーク又はネットワークのコンポ
ーネント、例えばｅＮＢ１０４などが、例えば、スケジューリング、優先順位付け、輻輳
制御、最適化、又は、ネットワーク動作又は性能に関連する他の動作などの目的で、留意
されているトラフィックと留意されていないトラフィックとの間で区別することを可能に
し得る。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、ＰＳサービスのための留意インジケータは、様々なコン
ポーネントにおいて又はＵＥ１０２において記憶され又は使用されるコンテキスト情報に
含まれることができる。例えば、ＥＰＳベアラコンテキストが、各ＥＰＳベアラのための
留意インジケータを、ＥＰＳベアラ１３０に関連する他の構成情報、例えば、ＥＰＳベア
ラＩＤ、トランザクション識別子（Transaction　Identifier）、トンネルエンドポイン
ト識別子（Tunnel　Endpoint　Identifiers）、Ｐ－ＧＷ　ＩＰアドレス、ＱＣＩ、及び
トラフィックフローテンプレート（Traffic　Flow　Template）（ＴＦＴ）などに対して
追加で含むことができる。したがって、ＥＰＳベアラコンテキスト又は他のコンテキスト
に含まれる留意インジケータは、いくつかの実施形態において、ＱＣＩの外部に含まれる
ことがあり、あるいはＱＣＩから除外されることがある。しかしながら、上記の実施形態
は限定ではなく、留意インジケータはいくつかの実施形態においてＱＣＩ内に含まれるこ
とが可能であり、このことは以下に説明される。ＱＣＩ内に留意インジケータを含めるこ
とは、ＥＰＳベアラコンテキスト又は他のコンテキストに対する追加であってもよく、あ
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るいは代わりであってもよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービス
のためのサービス品質（Quality　of　Service）クラスインジケータ（ＱＣＩ）を含むこ
とができ、上記ＱＣＩは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及びＰＳサービスのための
留意インジケータに関連付けられる。ＱＣＩ及び本明細書に説明されるＱＣＩの例は、３
ＧＰＰ又は他の標準の一部として含まれることがあり、しかしそのようには限定されず、
これら標準から離れて定義され又は規定され得ることが注意されるべきである。
【００３１】
　図６乃至図８を参照すると、いくつかの例示的なＱＣＩが、ＱＣＩテーブル６００、７
００、８００に提示されている。テーブル６００、７００、８００及び他のＱＣＩテーブ
ル又はデータ構造が、本明細書に説明される動作及び手法に利用されることができ、しか
し上記動作及び手法は、提示されるテーブル形式内の情報の使用又は記憶に限定されない
ことが注意されるべきである。さらに、ＱＣＩの数、及び各ＱＣＩに関連付けられたパラ
メータの数は、図６乃至図８に示される数によって限定されず、図６乃至図８に示される
パラメータに関する値は、例示目的のために示される非限定的な例である。
【００３２】
　図６において、テーブル６００の９行の各々が、ＱＣＩ６１０（したがって、１～９と
ラベル付けされる）と、ＱＣＩ６１０に関連し、関連付けられ、又は含まれる他のパラメ
ータ又は情報とに関連付けられる。各ＱＣＩ６１０について、例示的なサービス６４０が
、限定ではなく例示目的で列挙されており、列挙されていない他のサービスが、ＱＣＩ６
１０の１つをさらに利用してもよい。リソースタイプ６１５は、保証されたビットレート
（ＧＢＲ）又は非ＧＢＲの値をとることができる。ＱＣＩ６１０のための優先順位６２０
は、テーブル６００内におけるランク付け又は他の分類であり得る。一例として、スケジ
ューリングアルゴリズムが、より低い優先順位のＱＣＩに関連付けられたトラフィックパ
ケットの前に、高い優先順位に関連付けられたトラフィックパケットを送ることを選ぶこ
とができる。
【００３３】
　ＱＣＩ６１０のためのパケット遅延バジェット（packet　delay　budget）６２５及び
パケットエラーロスレート６３０は、満足のいくユーザ体験を維持するために満たされる
べき動作状態を記述するＱＣＩ性能閾値であり得る。例えば、テーブル６００の中のＱＣ
Ｉ＃３は、テーブル６００の中で最も低いパケット遅延バジェット６２５（例えば、５０
ミリ秒）を有し、これが、遅延が５０ミリ秒を上回る場合にユーザ体験が悪くなり得るリ
アルタイムゲーミング（gaming）などのアプリケーションに適用され得る。各ＱＣＩ６１
０のための留意インジケータ６３５は、ＵＥ１０２におけるアプリケーションとのユーザ
インタラクション（又は、その欠如）に関してこれまで説明されたとおり、留意されてい
る／留意されていないの値をとることができる。テーブル６００に図示される留意インジ
ケータ６３５の値は単に例であり、他のテーブル又は実装が留意インジケータ６３５のた
めの異なる値を提供してもよいことが注意されるべきである。
【００３４】
　図７において、テーブル７００の１８行が各々、ＱＣＩ７１０に関連付けられ、各ＱＣ
Ｉ７１０は、リソースタイプ７１５、優先順位７２０、パケット遅延バジェット７２５、
パケットエラーロスレート７３０、留意インジケータ７３５、及び例示的なサービス７４
０に関連付けられる。これらパラメータ又は例についての前の説明は、図６の説明中に与
えられたものと同様であり得る。この例において、ＱＣＩ７１０は、２つのセットのうち
一方、１～９又は１’～９’のいずれかからの値でラベル付けされている。いくつかの実
施形態において、同じ番号を有する各セットからの２つの値が、留意インジケータを例外
として、互いのクローンと考えられることができる。例えば、ＱＣＩ＃３’は、各々につ
いて列挙されたすべてのＱＣＩパラメータが、留意インジケータ７３５を例外として同じ
であるため、ＱＣＩ＃３のクローンと考えられることができる。同様に、ＱＣＩ＃１乃至
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ＱＣＩ＃９の各々について、クローンと考えられることが可能な１’～９’からラベル付
けされた別のＱＣＩが存在する。このように限定されないが、図６～図７の例において、
１～９とラベル付けされたＱＣＩ７１０は、（留意インジケータ６３５、７３５以外、）
図６において１～９とラベル付けされたＱＣＩ６１０と同じパラメータを有する。ＱＣＩ
クローンの概念は限定ではなく、上記の品質を満足する１つ以上のＱＣＩの代表の役割を
果たし得ることがさらに注意されるべきである。さらに、上記で説明された番号付け手法
は限定ではない。一例として、２つのＱＣＩが、上記で説明されたとおりの互いのクロー
ンとして適任である場合があり、しかし２つの異なる番号、例えば“１２”及び“１５”
などでラベル付けされることができる。
【００３５】
　図８において、テーブル８００の１４行が各々、ＱＣＩ８１０に関連付けられ、各ＱＣ
Ｉ８１０は、リソースタイプ８１５、優先順位８２０、パケット遅延バジェット８２５、
パケットエラーロスレート８３０、留意インジケータ８３５、及び例示的なサービス８４
０に関連付けられる。これらパラメータ及び例についての前の説明は、図６～図７の説明
中に与えられたものと同様であり得る。この例において、ＱＣＩ８１０は、２つのセット
のうち一方、１～９又は１’～９’のいずれかからの値でラベル付けされている。いくつ
かの実施形態において、同じ番号を有する各セットからの２つの値が、互いのクローンと
考えられることができる。例えば、ＱＣＩ＃４’は、各々について列挙されたすべてのＱ
ＣＩパラメータが、留意インジケータ８３５を例外として同じであるため、ＱＣＩ＃４の
クローンと考えられることができる。しかしながら、テーブル７００からのＱＣＩ７１０
と対照的に、ＱＣＩ８１０のすべてが列挙されたクローンＱＣＩ８１０を有してはいない
。例えば、ＱＣＩ＃１、＃２、＃３、及び＃７は、留意インジケータ８３５以外のすべて
のパラメータが同じであるクローンＱＣＩ８１０を有さない。こうした場合についての留
意インジケータ８３５は「留意されている」の値をとり、テーブル８００は「留意されて
いない」場合のためのクローンを含まない。いくつかの場合に、留意されているＱＣＩ又
は留意されていないＱＣＩのみを有し、しかし双方を有さないことが意味を成し得る。例
えば、ＱＣＩ＃１に従って動作する会話の音声サービスは、サービス（人が話している）
の性質に起因して、留意されているトラフィックだけを生成し又は使用する可能性がある
。
【００３６】
　図８の例において、テーブル８００は、ＱＣＩ７１０のうちいくつかが除外されている
テーブル７００のサブセットと考えられることができる。いくつかの場合、テーブル８０
０を利用する方法が、テーブル６００を利用する方法とテーブル７００を使用する方法と
の間のハイブリッドと考えられることができる。
【００３７】
　これまで言及されたとおり、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービスの
ためのＱＣＩを含むことができる。ＰＳサービスのためのＱＣＩは、所定グループの候補
ＱＣＩ、例えば、６００、７００、又は８００などのテーブルに含まれるものなどに含ま
れることができる。各候補ＱＣＩは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及び留意インジ
ケータに関連付けられることができ、しかし、そのようには限定されず、他のＱＣＩパラ
メータに関連付けられてもよい。
【００３８】
　一例として、候補ＱＣＩのグループは、第１の候補ＱＣＩ及び第２の候補ＱＣＩを含む
ことができ、第１の候補ＱＣＩのための第１のＱＣＩ優先順位は、第２の候補ＱＣＩのた
めの第２のＱＣＩ優先順位と同じであり得る。上記実施形態において、第１の候補ＱＣＩ
のための第１のＱＣＩ性能閾値は、第２の候補ＱＣＩのための第２のＱＣＩ性能閾値と同
じであり得る。さらに、第１の候補ＱＣＩ及び第２の候補ＱＣＩのための留意インジケー
タは、上記実施形態において異なり得る。一例として、第１の候補ＱＣＩは、第２の候補
ＱＣＩのクローンであり得る。候補ＱＣＩのグループは、単に第１の候補ＱＣＩ及び第２
の候補ＱＣＩより多くを含んでもよいことが注意されるべきである。テーブル７００の中
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のＱＣＩ７１０は、その各々がクローンを有し、１つの上記の実施形態の一例と考えられ
ることができる。
【００３９】
　別の例として、候補ＱＣＩのグループは、ちょうど説明された第１の候補ＱＣＩ及び第
２の候補ＱＣＩ、並びに可能性として他の候補ＱＣＩに対して追加で、第３の候補ＱＣＩ
をさらに含むことができる。第３の候補ＱＣＩは、第３のＱＣＩ優先順位、第３のＱＣＩ
性能閾値、及び第３の留意インジケータに関連付けられることができる。第３の候補ＱＣ
Ｉ以外の、候補ＱＣＩのグループの中の各候補ＱＣＩは、第３のＱＣＩ優先順位とは異な
るＱＣＩ優先順位に関連付けられることができ、あるいは、第３のＱＣＩ性能閾値とは異
なるＱＣＩ性能閾値に関連付けられることができる。したがって、候補ＱＣＩのグループ
は、第３の候補のためのクローンＱＣＩを有さない場合がある。テーブル８００の中のＱ
ＣＩ８１０は、ＱＣＩ８１０のうちいくつかがテーブル８００の中に列挙されたクローン
を有し、いくつかがそうではないため、１つのこうした実施形態の例と考えられることが
できる。
【００４０】
　方法５００に戻ると、動作５１０において、トラフィックパケットが、ＥＰＳベアラ１
３０に従って、ＰＳサービスの一部としてＵＥ１０２に送信されることができる。さらに
、トラフィックパケットは、ＥＰＳベアラ１３０に従ってＵＥ１０２、ｅＮＢ１０４、Ｓ
ＧＷ１０８、及びＰＧＷ１１０の間で任意の方向においてやりとりされることができる。
これまで説明されたとおり、ＥＰＳベアラ１３０は、留意インジケータ及び／又はＱＣＩ
に関連付けられることができ、留意インジケータ及び／又はＱＣＩは、リソース、優先順
位付け、スケジューリング、トラフィックシェーピング、又は上記及び他の送信について
の他の態様の割り当てを決定し、又はこれらに影響を与えることができる。
【００４１】
　動作５１５において、ネットワークの輻輳レベルが決定されることができる。輻輳レベ
ルは、帯域幅又はレイテンシなどのネットワークの性能尺度における不足分を含み、又は
参照し得る。輻輳レベルは、上記リソースにおける不足についての量又は予測された量で
あってもよく、あるいは、輻輳が発生しているか、発生することになるか、あるいは発生
し得るとの指標であってもよい。輻輳は、ＥＰＳベアラ１３０の１つ以上のリンクにおい
て発生し得る。一例として、ｅＮＢ１０４とＵＥ１０２との間におけるアップリンク又は
ダウンリンク無線ベアラが輻輳になり得る。別の例として、ｅＮＢ１０４とＵＥ１０２と
の間におけるＳ１ベアラ１２０、又は、ＳＧＷ１０８とＰＧＷ１１０との間におけるＳ５
／Ｓ８ベアラ１２５が、輻輳になり得る。
【００４２】
　動作５２０において、ＰＳサービスのためのトラフィックパケットの送信が、輻輳レベ
ルが輻輳閾値を上回るとき、遅延させられることができる。動作５２５において、第２の
ＰＳサービスのための第２のトラフィックパケットが、輻輳レベルが輻輳閾値を上回ると
き、送信されることができる。輻輳閾値は、ネットワークの性能が劣化し得るところの所
定の又は予測された値であり得る。輻輳閾値は、単一の性能パラメータ、又はＥＰＳベア
ラに沿った単一のポイントに限定されない。例えば、輻輳閾値は、一緒に経験される利用
可能な帯域幅及びレイテンシを考慮に入れることができる。上記の輻輳閾値は、シミュレ
ーション、分析、又は他の手法を通して決定されてもよい。さらに、送信はワイヤレス又
は有線であることが可能であり、このことは送信に従事させられるコンポーネントに依存
し得ることが注意されるべきである。
【００４３】
　一例として、優先順位付けの一部として、コンポーネント、例えばｅＮＢ１０４又は他
のコンポーネントなどが、第１のＰＳサービスからの１つ以上のパケットの送信を遅延さ
せて、第２のＰＳサービス（又は、その他）からの１つ以上のより高い優先順位のパケッ
トが限られたリソース上で送信されることを可能にする必要があり得る。実施形態は、上
記の例において説明されるパケット及びＰＳサービスの数に限定されないことが注意され
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るべきである。いくつかの実施形態において、第２のＰＳサービスは、同じＵＥ１０２に
関連付けられることが可能であり、ＵＥ１０２とＰＧＷ１１０との間に確立された第２の
ＥＰＳベアラに従って動作することができる。いくつかの実施形態において、第２のＰＳ
サービスは、同じｅＮＢ１０４によって扱われる第２の異なるＵＥに関連付けられること
ができる。
【００４４】
　留意パラメータは、さらに、優先順位付けの一部として、又は輻輳制御の一部として使
用されることができる。一例として、第１のＰＳサービスのためのトラフィックが留意さ
れていない場合があり、第２のＰＳサービスのためのトラフィックが留意されている場合
がある。輻輳レベルが輻輳閾値を上回るとの決定に応答して、第１のＰＳサービスのため
の第１のトラフィックパケットの送信が遅延されることができ、しかし、第２のＰＳサー
ビスのための第２のトラフィックパケットは送信されることができる。いくつかの場合に
、このことは、第２のＰＳサービスが第１のＰＳサービスより低いＱＣＩ優先順位を有す
るにもかかわらず、発生し得る。したがって、いくつかの実施形態において、留意インジ
ケータは、輻輳期間の間、輻輳制御の一部として、ＱＣＩ優先順位をオーバーライドする
（over-ride）ことができる。
【００４５】
　実施形態は、説明されたＱＣＩ優先順位及び留意インジケータを有する２つのＰＳサー
ビスの例に限定されず、優先順位付け及び／又は輻輳制御の一部として他のケースが考慮
されることが可能であり、他のストラテジが採用され得ることが注意されるべきである。
例えば、留意されていないＰＳサービスのために送信されるパケットの部分のみが、パケ
ットのグループ全体とは対照的に、遅延させられることができる。上記の例は、網羅的で
あることは意図されず、しかし、ＥＰＳベアラ１３０又はＱＣＩの一部として含まれる留
意インジケータが、他のＱＣＩパラメータ又は他のパラメータに対して追加で又は代わっ
て、輻輳制御のためのパラメータとして使用され得ることを例示するものである。
【００４６】
　方法５００に戻ると、動作５３０において、第２のＰＳサービスのための第２のＥＰＳ
ベアラ１３０の確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージが、ｅＮＢ１０
４においてＭＭＥ１０６から受信されることができる。いくつかの実施形態において、Ｐ
Ｓサービスのための第１のＱＣＩ優先順位は、第２のＰＳサービスのための第２のＱＣＩ
優先順位と同じであることが可能であり、ＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値は
、第２のＰＳサービスのための第２のＱＣＩ性能閾値と同じであることが可能である。さ
らに、ＰＳサービス及び第２のＰＳサービスのための留意インジケータは、異なることが
可能である。したがって、ＰＳサービスと第２のＰＳサービスとは、これまで説明された
とおり、互いのクローンであり得る。ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２と共に双方のＰＳサー
ビスを確立することができ、ＵＥ１０２は、ユーザ留意又は他のふるまいに応答して、上
記２つの間で交替することができる。
【００４７】
　動作５３５において、ネットワークの輻輳レベルとＰＳサービスのためのＵＥ１０２の
利用可能スループットとを含むＵＥ１０２のためのリソースインジケータが、送信される
ことができる。いくつかの実施形態において、リソースインジケータは、ネットワークの
輻輳状態の決定に応答して送信されることができる。輻輳状態の一例として、輻輳レベル
が輻輳閾値より大きい場合があり、輻輳閾値はスループット又は他の性能パラメータに関
連し得る。別の例として、送信のために待機するパケットのバックログ又はキューが、大
きくなる場合がある。別の例として、キューの中のいくつかのパケットが、かなりのレイ
テンシをすでに招いている場合があり、緊急に送信されない場合に合計レイテンシを超過
するリスクがある場合がある。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、リソースインジケータは、ＵＥ１０２のための利用可能
リソースレベルを（スループット又は他のパラメータの観点において）含むことができる
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。リソースインジケータは、時間期間をさらに含むことができ、したがって、ＵＥ１０２
は、その時間期間内に指定されたリソースを利用することができる。いくつかの実施形態
において、リソースインジケータは、所定のマッピングに従って利用可能リソースレベル
にマッピングされることが可能な、ネットワークのための輻輳レベル又は他のコードを含
むことができる。例えば、０、１、２、及び３の輻輳レベルが、それぞれ、「輻輳なし」
、１００、１０、及び１Ｍｂｐｓにマッピングされることができる。すなわち、０の輻輳
レベルは、ネットワークが輻輳を経験していないときに送信されることができ、ＵＥ１０
２は、「通常」モードにおいて動作することができる。１、２、又は３の輻輳レベルは、
ＵＥ１０２に、上記の例又は他の値に従って利用可能スループットの使用を制限するよう
に知らせることができる。したがって、ＵＥ１０２は、上記情報を内部タスクのために利
用することができ、内部タスクには、これらに限られないが、リソース（スループットな
ど）を割り当てること、アプリケーションをブロックすること、又は、パケット又はアプ
リケーション内にあり得る内部の優先順位付けを提供することが含まれ得る。一例として
、ＵＥ１０２又は他の集中型アプリケーションのオペレーティングシステム（ＯＳ）、又
は新しいソフトウェアレイヤが、上記の動作を実行し、又は該動作に従事させられること
ができる。別の例として、新しいソフトウェアレイヤは、３ＧＰＰ又は他の標準のための
ものであり得る。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、リソースインジケータは２進数インジケータであり、輻
輳している／輻輳していない、ｙｅｓ／ｎｏ、又は類似のものなどの値をとって、ネット
ワークが輻輳を経験しているか否かを示すことができる。リソースインジケータは、いく
つかの実施形態において、ＵＥ１０２又は他のＵＥにブロードキャストされることができ
る。リソースインジケータは、さらに、いくつかの実施形態において、専用の制御又は他
のメッセージにおいてＵＥ１０２に送信されてもよい。
【００５０】
　動作５４０において、関連付けられた第２の無線ベアラが、ＥＰＳベアラ１３０の一部
として確立されることができる。ＰＳサービスのためのＥＰＳベアラ１３０は、ＰＳサー
ビスのための第１の留意インジケータに関連付けられた第１の無線ベアラを含むことがで
きる。第２の無線ベアラは、第１の留意インジケータとは異なる第２の留意インジケータ
に関連付けられることができる。したがって、第２の無線ベアラは、第１の無線ベアラの
反映（mirror）と考えられることができる。いくつかの実施形態において、無線ベアラ以
外の、ＥＰＳベアラに含まれる他のベアラが、第１の留意インジケータに関連付けられた
ままであってもよい。動作５４５において、ｅＮＢ１０４が、ネットワークのための輻輳
制御が決定されるとき、第１の無線ベアラと第２の無線ベアラとについて、異なる利用可
能スループットをＵＥ１０２に割り当てることができる。上記割り当ては、第１の留意イ
ンジケータ及び第２の留意インジケータに少なくとも部分的に基づくことが可能である。
一例として、第１の無線ベアラと第２の無線ベアラとは、留意されているトラフィックと
留意されていないトラフィックとに関連付けられることができ、ｅＮＢ１０４は、留意さ
れているトラフィックに関連付けられた無線ベアラに、より多くのスループットを割り当
てることができる。上記の実施形態は限定的ではなく、ＵＥ１０２のための異なる利用可
能リソースの割り当ては、輻輳状態の決定に応答した発生に限られない。
【００５１】
　図９を参照すると、ＥＰＳベアラに従ってＰＳサービスをサポートする方法９００が図
示されている。方法５００に関連してこれまで言及されたとおり、方法９００の実施形態
には、図９に例示される動作又は処理と比較して、さらなる又はより少なくさえある動作
又は処理を含むことができ、方法９００の実施形態は、必ずしも図９に示されている時間
的な順序に限定されない。方法９００の説明において、図１～図８及び図１０に対して参
照が行われる可能性がある。しかしながら、方法９００は、任意の適切なシステム、イン
ターフェース、及びコンポーネントで実施され得ることが理解される。さらに、方法９０
０の実施形態は、ＭＭＥ、ｅＮＢ１０４、ＵＥ１０２、ＡＰ、ＳＴＡ、他のワイヤレス装
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置、他のモバイル装置、又はワイヤレスネットワークの他の装置若しくはコンポーネント
を参照し得る。
【００５２】
　方法５００に関連した前の議論、手法、動作、及び概念が、いくつかの場合に方法９０
０に適用され得ることが注意されるべきである。例えば、方法５００の一部として説明さ
れた留意インジケータ、ＱＣＩ、ＱＣＩパラメータ、ＥＰＳベアラ、ＰＳサービスが、方
法９００に使用される対応する概念と類似し、あるいは同じであり得る。
【００５３】
　動作９０５において、第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージが、ＵＥ１０２とパ
ケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）１１０との間の第１のＰＳサービスの
ための第１のＥＰＳベアラの確立のために、ＵＥ１０２において受信されることができる
。第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、第１のＰＳサービスのためのトラフィ
ックがＵＥ１０２において留意されているか又は留意されていないかどうかを示す、第１
のＰＳサービスのための第１の留意インジケータを含むことができる。留意インジケータ
は、第１のＰＳサービスの一部としてＵＥ１０２において動作するアプリケーションのた
めのものであってもよく、これまで説明された留意インジケータと類似し、あるいは同じ
であり得る。
【００５４】
　動作９１０において、関連付けられた第２のＰＳサービスのための第２のＥＰＳベアラ
の確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージが、ＵＥ１０２において受信
されることができる。第２のＰＳサービスは、ＵＥ１０２における同じアプリケーション
に関連付けられてもよく、第２のＰＳサービスのための第２の留意インジケータを含むこ
とができる。いくつかの実施形態において、第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ優
先順位は、第２のＰＳサービスのための第２のＱＣＩサービスタイプと同じであり得る。
上記の実施形態において、第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値は、第２の
ＰＳサービスのための第２のＱＣＩ性能閾値と同じであり得る。上記の実施形態において
、第１の留意インジケータと第２の留意インジケータとは異なることが可能であり、その
場合、第１のＥＰＳベアラと第２のＥＰＳベアラとは、ミラーベアラ（mirror　bearers
）と考えられることができる。さらに、第１のＱＣＩと第２のＱＣＩとは、留意インジケ
ータパラメータを除き、互いのクローンであり得る。
【００５５】
　上記の配置は、ＵＥ１０２が第１のＥＰＳベアラと第２のＥＰＳベアラとの双方を確立
させることができ、トラフィックが、上記２つのうち適切なベアラ上で、該トラフィック
が留意されている又は留意されていない（あるいは、留意されている又は留意されていな
いと決定される）か否かに基づいて送られることができる点において、有益であり得る。
したがって、アプリケーションの留意ステートが、ＵＥ１０２において任意の適切な手法
を用いて決定されることができ、上記適切な手法には、これらに限られないが、オペレー
ティングシステム（ＯＳ）、ＵＥのハードウェア、ＵＥにおけるソフトウェアのミドルレ
イヤ、又はＵＥで動作するアプリケーションにおいて使用される手法が含まれる。動作９
１５において、トラフィックパケットが、アプリケーションの留意ステートが第１の留意
インジケータにマッチするとき、第１のＰＳサービスの一部としてｅＮＢ１０４に送信さ
れることができる。動作９２０において、トラフィックパケットが、アプリケーションの
留意ステートが第２の留意インジケータにマッチするとき、第２のＰＳサービスの一部と
してｅＮＢ１０４に送信されることができる。動作９２５において、アプリケーションの
留意ステートは、第１のＰＳサービスの一部として送信されるトラフィックパケットに含
まれることができる。さらに、アプリケーションの留意ステートは、第２のＰＳサービス
の一部として送信されるトラフィックパケットにさらに含まれてもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、ＵＥ１０２は、ｅＮＢ１０４に送信されるアップリンク
パケットを、留意されている又は留意されていないとしてマーク付けすることができる。
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マーク付けは、パケットのヘッダ内において、又はパケットのトラフィック部分内におい
て、任意の適切な仕方で行われてよい。ＰＧＷ１１０は、ＵＥ１０２からの指標に応答し
て、ダウンリンクパケットを留意されている又は留意されていないとしてマーク付けする
ことができる。さらに、ＰＧＷ１１０、ＳＧＷ１０８、又はｅＮＢ１０４のうち任意のも
のが、ダウンリンクパケットを留意されている又は留意されていないとして分類し、かつ
／あるいはマーク付けすることができる。ＵＥ１０２は、所与のアプリケーションが現在
留意されているか否かに気付くことが可能であり、所与のアプリケーションに対して任意
の所与の時間にいずれのベアラを使用すべきかを選択することができる。ＵＥ１０２は、
留意ステートが変わる場合、１つのベアラから別のベアラに割り当てを変更することがで
きる。ネットワークは、上記２つのうち所与のベアラにおいてトラフィックを受信するこ
とができ、ダウンリンクにおけるＵＥ１０２のための同じタイプのトラフィックを同じタ
イプのベアラ（留意されている対留意されていない）にマッピングすることができる。ネ
ットワークは、例えば、パケット検査を実行し、アップリンクにおける特定のＩＰアドレ
スに進むすべてのトラフィックを、（所与のＵＥ１０２のための）ダウンリンクにおける
同じＩＰアドレスから来るトラフィックにマッピングすることができる。このマッピング
は、ＰＧＷ１１０において行われることができる。したがって、ネットワークは、上記情
報を使用して、ＵＬ及びＤＬの双方においてトラフィック分類を実行して、パケットを優
先順位付けし、輻輳状況を取り扱い、あるいは他の関連動作を実行することができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラは、ＵＥ１０２とパケットをやりとりする
第１の無線ベアラ及び第２の無線ベアラを含むことができる。これら無線ベアラはミラー
ベアラであって、第１の無線ベアラのための第１の留意インジケータが第２の無線ベアラ
のための第２の留意インジケータとは異なることが可能であると同時に、これまで説明さ
れた他のＱＣＩパラメータは同じであり得る。ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２からのアップ
リンクパケットを検査して、ＰＳサービスのためのＩＰアドレス及びポート番号などの情
報を決定することができ、上記情報は、アップリンクパケットの中に含まれ得る。例えば
、情報は、アップリンクパケットの１つ以上のヘッダの中に含まれることがある。留意イ
ンジケータもまた、アップリンクパケットの中に含まれることが可能であり、いずれのベ
アラ（第１又は第２）がＵＥ１０２によって送信に使用されたかを示すことができる。
【００５８】
　ＵＥ１０２又は他のＵＥに対する送信のためにｅＮＢ１０４に到着するダウンリンクパ
ケットについて、ｅＮＢ１０４は、ダウンリンクパケットを検査して、ＩＰアドレス及び
ポート番号などの情報を決定することができ、上記情報は、ダウンリンクパケットの１つ
以上のヘッダの中に含まれ得る。ＩＰアドレス及びポート番号の観点において、これまで
説明されたアップリンクパケットにマッチし得るダウンリンクパケットについて、ｅＮＢ
１０４は、上記パケットを、ＵＥ１０２によりアップリンクパケットの送信に使用された
同じ無線ベアラ（第１又は第２）上で送信することができる。したがって、第１の又は第
２の無線ベアラ上におけるパケットの送信には、アップリンクパケットに含まれる留意イ
ンジケータを使用し又は該留意インジケータに基づく送信が含まれ得る。例えば、ｅＮＢ
１０４における輻輳制御処理又はアルゴリズム（以前に説明されたものを含む）が、アッ
プリンクパケットに含まれる留意インジケータを使用することができる。いくつかの実施
形態において、アップリンクパケットの中の留意インジケータは、ＥＰＳベアラに関連付
けられた別の留意インジケータをオーバーライドすることさえ可能である。
【００５９】
　同様の手法が、ＰＧＷ１１０において使用されることができる。いくつかの実施形態に
おいて、ＥＰＳベアラは、ＵＥ１０２とパケットをやりとりする第１の無線ベアラと第２
の無線ベアラとを含むことができ、第１の無線ベアラのための第１の留意インジケータは
、第２の無線ベアラのための第２の留意インジケータとは異なり得る。ＰＧＷ１１０は、
ＥＰＳベアラ上でアップリンクパケットを受信し、アップリンクパケットの中に含まれる
ＰＳサービスのためのＩＰアドレス及びポート番号を決定するように構成されたハードウ
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ェア処理回路を含むことができる。ハードウェア処理回路は、ダウンリンクパケットにつ
いて、ダウンリンクパケットの中に含まれるＩＰアドレス及びポート番号を決定するよう
にさらに構成されることができる。ハードウェア処理回路は、アップリンクパケットに含
まれるＩＰアドレス及びポート番号がダウンリンクパケットに含まれるＩＰアドレス及び
ポート番号にマッチするとき、第１の留意インジケータに少なくとも部分的に基づいて輻
輳優先順位に従ってダウンリンクパケットを送信するようにさらに構成されることができ
る。
【００６０】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスをサポートする進化型ノードＢ（ｅＮＢ）が、本明細書において開示さ
れる。ｅＮＢは、ユーザ機器（ＵＥ）とパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧ
Ｗ）との間におけるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラの確立のためのＥＰＳベアラセッ
トアップメッセージをモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から受信するよう
に構成されたハードウェア処理回路を含むことができる。ハードウェア処理回路は、さら
に、ＥＰＳベアラに従って、ＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットをユーザ機
器（ＵＥ）に送信することができる。いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセット
アップメッセージは、ＰＳサービスのためのトラフィックがＵＥにおいて留意されている
か又は留意されてないかどうかを示す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むこ
とができる。いくつかの実施形態において、ＰＳサービスは、ＵＥにおいて動作するアプ
リケーションに関連付けられることができ、ＰＳサービスのトラフィックが留意されてい
るとき、トラフィックは、ＵＥにおけるアプリケーションとのユーザインタラクションの
時間期間の間、アプリケーションによって少なくとも部分的に生成され、あるいは使用さ
れ得る。いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサ
ービスのためのサービス品質クラスインジケータ（ＱＣＩ）を含むことができ、上記ＱＣ
Ｉは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及びＰＳサービスのための留意インジケータに
関連付けられることができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、ＰＳサービスのためのＱＣＩは、候補ＱＣＩの所定グル
ープの中に含まれることができ、候補ＱＣＩのグループの中の各候補ＱＣＩは、ＱＣＩ優
先順位、ＱＣＩ性能閾値、及び留意インジケータに関連付けられることができる。いくつ
かの実施形態において、候補ＱＣＩのグループは、第１の候補ＱＣＩ及び第２の候補ＱＣ
Ｉを含むことができる。第１の候補ＱＣＩのための第１のＱＣＩ優先順位は、第２の候補
ＱＣＩのための第２のＱＣＩ優先順位と同じであることが可能であり、第１の候補ＱＣＩ
のための第１のＱＣＩ性能閾値は、第２の候補ＱＣＩのための第２のＱＣＩ性能閾値と同
じであることが可能であり、第１の候補ＱＣＩと第２の候補ＱＣＩとのための留意インジ
ケータは、異なることが可能である。いくつかの実施形態において、候補ＱＣＩのグルー
プは、第３のＱＣＩ優先順位と第３のＱＣＩ性能閾値と第３の留意インジケータとに関連
付けられた第３の候補ＱＣＩを含むことができる。第３の候補ＱＣＩ以外の各候補ＱＣＩ
は、第３のＱＣＩ優先順位とは異なるＱＣＩ優先順位に関連付けられることが可能であり
、あるいは、第３のＱＣＩ性能閾値とは異なるＱＣＩ性能閾値に関連付けられることが可
能である。
【００６２】
　ハードウェア処理回路は、ＰＳサービスのためのトラフィックが留意されていないとき
、ネットワークの輻輳レベルが輻輳閾値を上回るとの決定に応答して、ＰＳサービスのた
めのトラフィックパケットの送信を遅延させるようにさらに構成されることができる。い
くつかの実施形態において、トラフィックパケットの送信は、ＵＥに対するトラフィック
パケットの送信を含むことができ、ＥＰＳベアラは、ｅＮＢとＵＥとの間におけるトラフ
ィックパケットのやりとりのための無線ベアラを含むことができ、輻輳レベルは、該無線
ベアラに関連付けられることができる。いくつかの実施形態において、トラフィックパケ
ットの送信は、ＰＧＷに対するトラフィックパケットの送信を含むことができ、ＥＰＳベ
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アラは、ｅＮＢとＰＧＷとの間におけるトラフィックパケットのやりとりのための１つ以
上のネットワークベアラを含むことができ、輻輳レベルは、該ネットワークベアラのうち
少なくとも１つに関連付けられることができる。
【００６３】
　ハードウェア処理回路は、輻輳レベルが輻輳閾値を上回り、第２のＰＳサービスのため
のトラフィックが留意されているとき、第２のＰＳサービスのための第２のトラフィック
パケットを送信するようにさらに構成されることができる。いくつかの実施形態において
、ＰＳサービスのためのＱＣＩ優先順位が、第２のＰＳサービスのためのＱＣＩ優先順位
以上（not　less　than）である場合がある。いくつかの実施形態において、第２のＰＳ
サービスは、第２の異なるＵＥのためのものであり得る。ハードウェア処理回路は、ＵＥ
におけるアプリケーションに関連付けられた第２のＰＳサービスのための第２のＥＰＳベ
アラの確立のための第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージをＭＭＥから受信するよ
うにさらに構成されることができる。いくつかの実施形態において、ＰＳサービスのため
の第１のＱＣＩ優先順位は、第２のＰＳサービスのための第２のＱＣＩ優先順位と同じで
あることが可能であり、ＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値が、第２のＰＳサー
ビスのための第２のＱＣＩ性能閾値と同じであることが可能であり、ＰＳサービス及び第
２のＰＳサービスのための留意インジケータは、異なることが可能である。
【００６４】
　ハードウェア処理回路は、ネットワークの輻輳状態の決定に応答して、ＵＥのためのリ
ソースインジケータを送信するようにさらに構成されることができ、上記リソースインジ
ケータには、ネットワークの輻輳レベル、ＰＳサービスのためのＵＥの利用可能スループ
ット、又はある時間期間の間のＵＥの利用可能リソースのインジケータが含まれる。いく
つかの実施形態において、ＰＳサービスのためのＥＰＳベアラは、ＰＳサービスのための
第１の留意インジケータに関連付けられた第１の無線ベアラを含むことができる。ハード
ウェア処理回路は、ＥＰＳベアラの一部として、第１の留意インジケータとは異なる第２
の留意インジケータに関連付けられた第２の無線ベアラを確立するようにさらに構成され
ることができる。ハードウェア処理回路は、ネットワークの輻輳状態が決定されるとき、
第１の無線ベアラ及び第２の無線ベアラについて、異なる利用可能スループットをＵＥに
割り当てるようにさらに構成されることができる。これにおいて、上記割り当ては、第１
の留意インジケータと第２の留意インジケータとに少なくとも部分的に基づく。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラは、ＵＥとパケットをやりとりする第１の
無線ベアラ及び第２の無線ベアラを含むことができ、第１の無線ベアラのための第１の留
意インジケータは、第２の無線ベアラのための第２の留意インジケータとは異なり得る。
ハードウェア処理回路は、第１の無線ベアラ上でアップリンクパケットを受信し、アップ
リンクパケットの中に含まれるＰＳサービスのためのＩＰアドレス及びポート番号を決定
するようにさらに構成されることができる。ハードウェア処理回路は、ダウンリンクパケ
ットについて、ダウンリンクパケットの中に含まれるＩＰアドレス及びポート番号を決定
するようにさらに構成されることができる。ハードウェア処理回路は、アップリンクパケ
ットに含まれるＩＰアドレス及びポート番号がダウンリンクパケットに含まれるＩＰアド
レス及びポート番号にマッチするとき、第１の留意インジケータに少なくとも部分的に基
づいて輻輳優先順位に従ってダウンリンクパケットを送信するようにさらに構成されるこ
とができる。
【００６６】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスのサポートのための動作を実行する、１つ以上のプロセッサによる実行
のための命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体が、本明細書においてさらに
開示される。上記動作は、ユーザ機器（ＵＥ）とパケットデータネットワークゲートウェ
イ（ＰＧＷ）との間におけるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラの確立のためのＥＰＳベ
アラセットアップメッセージをモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から受信
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し、ＥＰＳベアラに従ってＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットをユーザ機器
（ＵＥ）に送信するように、１つ以上のプロセッサを構成することができる。いくつかの
実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービスのためのトラ
フィックがＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかどうかを示す、ＰＳサ
ービスのための留意インジケータを含むことができる。いくつかの実施形態において、Ｐ
Ｓサービスは、ＵＥにおいて動作するアプリケーションに関連付けられることができ、Ｐ
Ｓサービスのためのトラフィックが留意されているとき、トラフィックは、ＵＥにおける
アプリケーションとのユーザインタラクションの時間期間の間、アプリケーションによっ
て少なくとも部分的に生成され、あるいは使用され得る。いくつかの実施形態において、
ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービスのためのサービス品質クラスイン
ジケータ（ＱＣＩ）を含むことができ、上記ＱＣＩは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値
、及びＰＳサービスのための留意インジケータに関連付けられる。
【００６７】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークおけるパケット交換（
ＰＳ）サービスをサポートする方法が、本明細書においてさらに開示される。この方法は
、ユーザ機器（ＵＥ）とパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間にお
けるＰＳサービスのためのＥＰＳベアラの確立のためのＥＰＳベアラセットアップメッセ
ージをモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）から受信するステップと、ＥＰＳ
ベアラに従って、ＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットをＵＥに送信するステ
ップとを含み得る。いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージ
は、ＰＳサービスのためのトラフィックがＵＥにおいて留意されているか又は留意されて
いないかどうかを示す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むことができる。い
くつかの実施形態において、ＰＳサービスは、ＵＥにおいて動作するアプリケーションに
関連付けられることができ、ＰＳサービスのためのトラフィックが留意されているとき、
トラフィックは、ＵＥにおけるアプリケーションとのユーザインタラクションの時間期間
の間、アプリケーションによって少なくとも部分的に生成され、あるいは使用され得る。
いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービスの
ためのサービス品質クラスインジケータ（ＱＣＩ）を含むことができ、上記ＱＣＩは、Ｑ
ＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及びＰＳサービスのための留意インジケータに関連付け
られることができる。
【００６８】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスを確立するモビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）が、本明細
書においてさらに開示される。ＭＭＥは、ｅＮＢに通信可能に結合されたユーザ機器（Ｕ
Ｅ）とパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間におけるＰＳサービス
のためのＥＰＳベアラの確立のためのＥＰＳベアラセットアップメッセージを進化型ノー
ドＢ（ｅＮＢ）に送信するように構成されたハードウェア処理回路を含むことができる。
いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービスの
ためのトラフィックがＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかどうかを示
す、ＰＳサービスのための留意インジケータを含むことができる。いくつかの実施形態に
おいて、ＰＳサービスは、ＵＥにおいて動作するアプリケーションに関連付けられること
ができ、ＰＳサービスのためのトラフィックが留意されているとき、トラフィックは、Ｕ
Ｅにおけるアプリケーションとのユーザインタラクションの時間期間の間、アプリケーシ
ョンによって少なくとも部分的に生成され、あるいは使用され得る。いくつかの実施形態
において、留意インジケータは、ｅＮＢにおける輻輳制御のためのものであり得る。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、ＥＰＳベアラセットアップメッセージは、ＰＳサービス
のためのサービス品質クラスインジケータ（ＱＣＩ）を含むことができ、上記ＱＣＩは、
ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及びＰＳサービスのための留意インジケータに関連付
けられる。いくつかの実施形態において、ＰＳサービスのためのＱＣＩは、候補ＱＣＩの
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ＣＩは、ＱＣＩ優先順位、ＱＣＩ性能閾値、及び留意インジケータに関連付けられること
ができる。いくつかの実施形態において、候補ＱＣＩのグループは、第１の候補ＱＣＩと
第２の候補ＱＣＩとを含むことができる。第１の候補ＱＣＩのための第１のＱＣＩ優先順
位は、第２の候補ＱＣＩのための第２のＱＣＩ優先順位と同じであり得る。第１の候補Ｑ
ＣＩのための第１のＱＣＩ性能閾値は、第２の候補ＱＣＩのための第２のＱＣＩ性能閾値
と同じであることが可能であり、第１の候補ＱＣＩと第２の候補ＱＣＩとのための留意イ
ンジケータは、異なることが可能である。いくつかの実施形態において、候補ＱＣＩのグ
ループは、第３のＱＣＩ優先順位と第３のＱＣＩ性能閾値と第３の留意インジケータとに
関連付けられた第３の候補ＱＣＩを含むことができる。第３の候補ＱＣＩの以外の各候補
ＱＣＩは、第３のＱＣＩ優先順位とは異なるＱＣＩ優先順位に関連付けられることができ
、あるいは、第３の性能閾値とは異なるＱＣＩ性能閾値に関連付けられることができる。
【００７０】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラに従ってネットワークにおけるパケット交換
（ＰＳ）サービスにおいて通信するユーザ機器（ＵＥ）が、本明細書においてさらに開示
される。ＵＥは、ＵＥとパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）との間にお
ける第１のＰＳサービスのための第１のＥＰＳベアラの確立のための第１のＥＰＳベアラ
セットアップメッセージを受信するように構成されたハードウェア処理回路を含み得る。
いくつかの実施形態において、第１のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、第１のＰ
Ｓサービスの一部としてＵＥにおいて動作するアプリケーションのための第１の留意イン
ジケータを含むことができ、上記留意インジケータは、第１のＰＳサービスのためのトラ
フィックがＵＥにおいて留意されているか又は留意されていないかどうかの指標を提供す
ることができる。ハードウェア処理回路は、ＵＥにおけるアプリケーションに関連付けら
れた第２のＰＳサービスのための第２のＥＰＳベアラの確立のための第２のＥＰＳベアラ
セットアップメッセージを受信するようにさらに構成されることができる。いくつかの実
施形態において、第２のＥＰＳベアラセットアップメッセージは、第２のＰＳサービスの
ための第２の留意インジケータを含むことができる。第１のＰＳサービスのための第１の
ＱＣＩ優先順位は、第２のＰＳサービスのための第２のＱＣＩサービスタイプと同じであ
ることが可能であり、第１のＰＳサービスのための第１のＱＣＩ性能閾値は、第２のＰＳ
サービスのための第２のＱＣＩ性能閾値と同じであることが可能である。第１の留意イン
ジケータと第２の留意インジケータとは、異なり得る。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、第１のＰＳサービス及び第２のＰＳサービスは、ＵＥに
おいて動作するアプリケーションに関連付けられることができ、ハードウェア処理回路は
、アプリケーションの留意ステートが第１の留意インジケータにマッチするときに第１の
ＰＳサービスの一部としてトラフィックパケットを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）に送信し、
アプリケーションの留意ステートが第２の留意インジケータにマッチするときに第２のＰ
Ｓサービスの一部としてトラフィックパケットをｅＮＢに送信するようにさらに構成され
ることができる。ハードウェア処理回路は、第１のＰＳサービスの一部として送信される
トラフィックパケットの中にアプリケーションの留意ステートを含めるようにさらに構成
されることができる。
【００７２】
　要約は、読み手が技術開示の性質及び要点を確認することを可能にする要約を求める３
７Ｃ．Ｆ．Ｒ　セクション１．７２（ｂ）に準拠するために提供されている。要約は、該
要約が請求項の範囲又は意味を限定し又は解釈することに使用されないという理解と共に
提出されている。別記の請求項は、これにより詳細な説明に組み込まれ、各請求項は、そ
れ自体を別個の好適な実施形態として主張する。



(24) JP 6363231 B2 2018.7.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(25) JP 6363231 B2 2018.7.25

【図７】 【図８】

【図９】



(26) JP 6363231 B2 2018.7.25

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ピニェイロ，アナ，ルシア
            アメリカ合衆国　９７１２４　オレゴン州　ヒルズボロ　ノースイースト　オレンゾ　ステーショ
            ン　パークウェイ　１７４７
(72)発明者  マルティネス　タラデル，マルタ
            アメリカ合衆国　９７１２４　オレゴン州　ヒルズボロ　ノースイースト　２５ス　アヴェニュー
            　２１１１

    審査官  田畑　利幸

(56)参考文献  国際公開第２０１３／１２３４６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１３／０２８８７２９（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１２／０００８５５４（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２０１５－５１３８２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              Qualcomm Incorporated，Uplink scheduling prioritization solution，3GPP TSG-SA WG2 Meet
              ing #97 S2-131908，[online]，２０１３年　５月２１日，pages 1-5，[検索日 2017.09.25]，
              ＵＲＬ，http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG2_Arch/TSGS2_97_Busan/Docs/S2-131908.zip

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

